
鎌ケ谷市指名業者選定委員会運営規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、鎌ケ谷市指名業者選定委員会（以下「委員会」という。）の運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （選定の時期） 

第２条 業者の選定は、選定を必要とする建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、

物品の購入、役務の提供又は賃貸借（以下「工事等」という。）の執行伺いの決裁後に行

うものとする。 

 （委員会に付議する案件の依頼） 

第３条 事業主管課長は、委員会に付議すべき工事等の案件があるときは、別に定める執行

決定兼支出負担行為決議書に関係書類を添えて契約主管課長に依頼するものとする。 

 （指名業者選定案の作成等） 

第４条 契約主管課長は、前条の規定による依頼があったときは、別に定める選定基準に基

づき、指名業者の選定案を作成し、委員会に付議するものとする。 

（委員会の開催日） 

第５条 委員会の開催日は、原則として毎月第１及び第３月曜日とする。ただし、委員長が

必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（資料の提出等） 

第６条 契約主管課長は、必要な資料を委員会に提出するものとする。 

２ 委員会に提出した資料は、会議終了後に直ちに回収し、破棄するものとする。 

（委員会後の処理） 

第７条 委員会において指名業者を選定したときは、契約主管課長は、指名業者選定委員会

会議録に委員長の承認印を受け、指名された業者に対し、指名の通知を行うものとする。 

（秘密の保持） 

第８条 委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た事項を他にもらしてはなら

ない。 



附 則 

 この訓令は、昭和５７年７月１日から施行する。ただし、第５条の規定は、昭和５８年

４月１日から適用する。 

附 則（昭和５８年４月１日訓令第１２号） 

 この訓令は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年９月７日訓令第２０号） 

 この訓令は、令達の日から施行し、昭和５８年８月２０日から適用する。 

附 則（昭和５８年１２月１日訓令第２３号） 

 この訓令は、令達の日から施行し、昭和５８年１１月２８日から適用する。 

附 則（昭和６０年６月２８日訓令第１８号） 

 この訓令は、令達の日から施行し、昭和６０年６月１７日から適用する。 

附 則（昭和６０年１１月１９日訓令第２３号） 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成５年２月１０日訓令第２号） 

 この訓令は、平成５年６月１日から施行する。 

附 則（平成６年４月２５日訓令第７号） 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成７年９月７日訓令第１８号） 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３１日訓令第１１号） 

 この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年７月２２日訓令第２６号） 

 この訓令は、令達の日から施行し、平成１６年６月２０日から適用する。 

附 則（平成１７年２月４日訓令第２号） 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（令和元年１１月２８日訓令第６号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 


